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対象経費の範囲 

 

経費の積算は下表のとおり分類・整理に基づき行うものとする。 

 

大分類 中分類 説明 

Ⅰ．物品費 １.設備備品費 委託業務の実施に直接必要な物品に係る経費。 

 1．製作又は購入の場合 委託業務の実施に直接必要な物品（取得単価が 10 万円

以上かつ使用可能期間が１年以上のもの）の製作に係る製

造原価又は購入に要する経費。 

 ２．リース・レンタルの場合 委託業務の実施に直接必要な物品をリース・レンタルに

より調達する場合に要する経費（委託業務のために直接必

要であって、委託先又は第三者所有の実験装置、測定機器

その他の設備、備品等の使用料。）。 

 

２.消耗品費 委託業務の実施に直接必要な物品（取得単価が 10 万円

未満又は使用可能期間が１年未満のもの。）の製作に係る

製造原価又は購入に要する経費。 

Ⅱ．人件費・謝

金 

 

1.人件費 委託業務に直接従事する研究者等の人件費。 

 1．研究員費 

 

実施計画書に登録されている委託業務に直接従事する研

究員（研究責任者及び研究分担者）等の人件費（原則とし

て本給、賞与、諸手当（福利厚生に係るものを除く。））。 

 ２．研究補助員費 委託業務に直接従事するアルバイト、パート、派遣社員

等の経費（福利厚生に係る経費を除く。）。 

２.謝金 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換や検

討のために設置する委員会等（シンポジウム、セミナー、

ワーキング・グループ等を含む。）の開催や運営に要する

委員等（講演等を行う外部講師を含む。）への謝金、又は

個人による役務の提供等への謝金。 

Ⅲ．旅費 

1.旅費 委託業務の実施に直接必要となる出張等での研究員・研

究補助員の旅費（交通費、日当、宿泊費）、学会参加費等

であって、委託先の旅費規程等により算定された経費。 

２.委員等旅費 委託業務の実施に直接必要な知識、情報、意見等の交換

や検討のために設置する委員会等（シンポジウム、セミナ

ー、ワーキング・グループ等を含む。）の開催や運営に要

した委員等旅費（交通費、日当、宿泊費）であって、委託

先の委員等旅費規程等により算定された経費。又は、委員

会の委員が委託業務の実施に直接必要な調査に要する旅費

（交通費、日当、宿泊費）、学会参加費、その他経費等の

委員調査費であって、委託先の委員等旅費規程等により算

定された経費。 
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Ⅳ．その他 １.外注費（業務請負費（ソフトウェ

ア外注費含む）、保守費、改造修理費） 

委託業務に直接必要なデータの分析等の外注にかかる経

費（業務請負費（ソフトウェア外注費を含む。））。又は、

委託業務に直接必要な機器等の保守及び改造修理の外注に

係る経費。 

２.印刷製本費 委託業務の実施に直接必要な資料、成果報告書等の印刷

や製本に要する経費。 

３.会議費 

 

 

委託業務の実施に直接必要な知識、情報、意見等の交換、

検討のために設置する委員会等（シンポジウム、セミナー、

ワーキング・グループ等を含む。）の開催や運営に要する

会議費、会場借料、消耗品費、資料作成費その他経費。 

４.通信運搬費（通信費、機械装置等

運送費） 

委託業務の実施に直接必要な物品の運搬費・郵便料、デ

ータの送受信等の通信・電話料、機械装置等運送費等。 

５.光熱水料 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機器等の運

転等に要する電気、ガス、水道等の経費。 

６.その他（諸経費）（設備施設料、

その他特別費等） 

委託業務の実施に直接必要な設備、施設使用、学会論

文投稿、図書資料、クラウドサービス等に要する経費。

また、委託業務の実施に直接必要なものであって、他の項

目に該当しないが、特に必要と認められる経費。 

７.消費税相当額 「人件費」「外国旅費のうち支度料や国内分の旅費を除

いた額」「謝金」等の消費税に関して不課税、非課税又は

免税取引となる経費の消費税率に相当する額。 

Ⅴ．間接経費 間接経費 Ⅰ～Ⅳの直接経費（消費税及び消費税相当額を含む。）

に間接経費率を乗じた額。 

 


